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河内長野市小山田西土地区画整理準備組合 規約 

 

第１章 総則 

（名  称） 

第１条 本組織は、河内長野市小山田西土地区画整理準備組合（以下「準備組合」という。）と称する。 

 

（目  的） 

第２条 準備組合は、河内長野市小山田西地区（以下「地区」という。）において、都市計画道路大阪河内

長野線や堺アクセス道路等の都市基盤整備と併せた計画的な市街地の形成を図るため、土地区画整理

法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」という。）第３条第２項の規定による、土地区画整理組合

の設立準備を円滑に行うことを目的とする。 

 

（施行地区） 

第３条 準備組合の施行地区は、河内長野市小山田町の一部とし、別添図に示す範囲とする。 

 

（事  業） 

第４条 準備組合は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 土地区画整理組合設立のために必要な調査、計画の検討、諸準備 

（２） 関係権利者の合意形成のために必要な意見調整、意向集約、会議の開催、同意書の収集等 

（３） その他目的達成のために必要なこと 

 

 

第２章 準備組合員 

（準備組合員） 

第５条 準備組合員は、第３条の別添図に示す範囲の土地の所有権又は借地権を有する者（法定相続人を

含む。公共用地は除く。）とする。 

 

（議 決 権） 

第６条 準備組合員は、所有権及び借地権毎に各１個の議決権を有する。ただし、土地の所有権又は借地

権者が数人の共有に属するときは、その数人の代表者が１個の議決権を有する。 

 

（届  出） 

第７条 準備組合員は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を準備組合に書面をもって届

け出なければならない。 

（１） 氏名もしくは名称又は住所に変更があったとき 

（２） 法人たる会員にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったとき 

（３） 土地等の権利関係に異動があったとき 
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第３章 役員 

（役  員） 

第８条 準備組合の役員は１５名以内とし、次の役職を置く。 

（１） 理事長   １名 

（２） 副理事長  ２名以内 

（３） 理 事   １０名以内 

（４） 監 事   ２名 

２ 役員は準備組合員の中から互選する。 

３ 理事長、副理事長及び監事は役員の中から互選する。 

 

（役員の職務） 

第９条 各役員は、次の職務を行う。 

（１） 役員は役員会を構成し、第４条に定める準備組合の事業の執行を決定する。 

（２） 理事長は、準備組合を代表し、事業を総括する。 

（３） 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を

代行する。 

（４） 副理事長の代理の順序は、あらかじめ、理事長がこれを定める。ただし、定めがない場合は、

副理事長の互選により定める。 

（５） 監事は、事業の執行状況等を監査する。 

 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、本準備組合の解散までとする。 

２ 役員が辞任その他の理由によって退任した場合、新任者が前任者の任期まで引き続きその責務を

行うものとする。 

３ 役員に欠員等が生じた場合における補填の要否については、理事長が決定する。 

 

（役員の報酬） 

第１１条 役員は、無報酬とする。 

 

 

第４章 会議 

（会  議） 

第１２条 会議は、総会及び役員会とする。 

２ 総会及び役員会は、理事長が招集する。 

３ 総会の議長は、準備組合員の中から選出する。 

４ 役員会の議長は、原則として理事長が行う。 
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（総  会） 

第１３条 総会は、役員会で必要と認めたとき又は準備組合員の１／３以上から請求があったとき招集す

るものとする。 

２ 総会は、準備組合の最高意思決定機関であり、次に掲げる事項を審議議決する。 

（１）規約の制定及び変更 

（２）役員の選任 

（３）土地区画整理事業計画の決定及び変更（軽微な変更は除く。） 

（４）準備組合の責務となる行為 

（５）解散（土地区画整理組合が設立された場合は除く。） 

（６）前各号に定めるものの他、準備組合の運営等に関する重要な案件 

 

（総会の議事等） 

第１４条 総会は、準備組合員の過半数の出席（委任状等による出席を含む。）により成立し、議事は出席

者の過半数により決する。ただし、可否同数のときのみ議長の決するところによる。 

２ やむを得ない事由のため総会に出席できない準備組合員は、他の準備組合員若しくは生計を一に

する家族等を代理人として表決を委任することができる。 

３ 他の準備組合員を代理人として表決を委任する場合は、委任状を提出しなければならない。ただ

し、生計を一にする家族等を代理人として表決を委任する場合は、この限りでない。 

 

（役 員 会） 

第１５条 役員会は、第８条の役員で構成する。 

２ 役員会は、過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決する。 

３ 役員は原則出席により表決を行う。ただし、やむを得ない事由のため役員会に出席できない役員

は、後日、役員会の内容を踏まえ、書面により表決を行うことができるものとする。 

 

（関係者の出席） 

第１６条 理事長は、総会及び役員会など必要に応じて、本地区に関係する地元町内会等の地元関係団体

より選任された者のほか、自治体関係職員及び専門的知識を有する者等の出席を求めることができる。 

  ２ 前項に掲げる者のうち、地元関係団体より選任された者を準備組合の顧問として、理事長が選任

することができる。 

 

 

第５章 雑則 

（解  散） 

第１７条 準備組合は、次の場合に解散する。 

（１）土地区画整理組合が設立された場合 

（２）何らかの事由により、準備組合の遂行が不能となり、総会において解散の議決をした場合 

 

（事 務 局） 

第１８条 準備組合は、事務局を設ける。 

２ 事務局は、大阪府河内長野市原町１丁目１番１号 河内長野市都市づくり部都市整備課内に置く。 
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（そ の 他） 

第１９条 この規約に定めるものの他、準備組合の運営に関し必要な事項は、役員会での議決を経て理事

長が定める。 

 

附 則 

この規約は、総会の議決を経て、本準備組合の設立、令和５年３月２６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


